
 

                                                 

                                                      別府市監査委員告示第４号 

 

 

監 査 結 果 に つ い て                 

 

地方自治法第１９９条第１項及び第２項の規定により監査を実施したので、その結果

を同条第９項の規定により公表します。 

 

記 

 

 

監査対象    その他の事務部局・行政委員会、生活環境部 

 

 

 

 

    令和２年３月３０日 

 

 

                                          別府市監査委員    惠  良   寧  

 

 

 

                                                同          加 藤  信 康 

 

 

 

                                                同          中 尾  薫                                         
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監 査 報 告 書                

 

 

１ 監査の対象及び期間  

会計課、議会事務局、選挙管理委員会事務局 

監査期間 令和元年８月２０日から令和元年１１月７日まで 

生活環境部 

監査期間 令和元年１１月８日から令和２年２月６日まで 

  農業委員会 

   監査期間 （１）令和元年８月２０日から令和元年１１月７日まで 

        （２）令和２年１月１５日から令和２年３月５日まで 

 

２ 監査を実施した委員 

別府市監査委員  惠 良  寧 

同     加 藤 信 康 

同     中 尾  薫 

 

３ 監査の方法 

地方自治法第２条第１４項及び第１５項の規定に留意し、監査時までの事務事業の運

営及び財務に関する事務が法令等に準拠し、適正かつ効率的に行われているかどうかに

ついて、関係書類等を調査するとともに、必要に応じ関係職員から説明を聴取して行っ

た。 

なお、議会事務局の監査については、議員選出の監査委員である加藤信康委員は利害

関係があるため、地方自治法第１９９条の２の規定により除斥した。 

 

４ 監査の結果 

監査の結果、一部改善又は検討を要する事項は、次のとおりである。 

 

（その他の事務部局・行政委員会（農業委員会を除く）） 

Ⅰ 共通項目 

（１）物品管理事務（備品）について（選挙管理委員会事務局） 

  選挙管理委員会事務局所管の備品について、備品シールが貼付されているが、備

品一覧の登録が無い物品が見受けられた。別府市物品取扱規則に基づき、備品管理

の取扱いを適正に行われたい。 

 

Ⅱ 個別項目 

（１）つり銭等資金の交付・返納等処理について（会計課） 

つり銭等資金の管理において、返納通知書が綴られていないものや領収済通知書
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の納入者の欄に出納員以外の氏名が記載されているものが見受けられた。 

   別府市会計事務規則第２６条の規定に基づき適正に事務処理されたい。 

 

 （２）審査事務について（会計課） 

   支出負担行為兼支出命令書において、決裁印や決裁日等の不備が見受けられた。

支出命令審査権を持つ部署として十分に確認し、別府市会計事務規則に基づき審査

されたい。 

 

 （３）政務活動費について（議会事務局） 

   政務活動費の支出に係る領収書については、別府市議会政務活動費の交付に関す

る条例第９条第２項ただし書において「領収書を徴することが困難と認められる場

合等には、議長が別に定める書類をもって代えることができる」とされているが、

領収書に代わる書類の一部が添付されていない事例が散見された。また、充当対象

外費用の算定に誤りが見受けられた。 

   別府市議会基本条例第１６条の規定に基づき、適正な執行に努められたい。 

  

（４）タクシーチケットについて（議会事務局） 

タクシーチケットの使用状況を確認したところ、受渡簿の記載内容及び交付後の

管理が不十分であった。 

タクシーチケットは金券に類する性質を有する公の財産であり、その使用はすな

わち市が債務を負担すべき契約に相当することから、慎重かつ厳格に取り扱うよう、

管理運用の改善について必要な対策を講じられたい。 

 

（５）投票用紙交付ミスの防止について（選挙管理委員会事務局） 

令和元年７月２１日投開票の第２５回参議院議員通常選挙の期日前投票におい

て、投票用紙の誤交付という重大なミスが発生した。このような重大なミスの発

生を防止するためのマニュアルを早急に作成し、再発防止に努められたい。 

 

（６）郵便切手等の管理について（選挙管理委員会事務局） 

別府市文書管理規程第３３条第２項に規定する「郵便切手・はがき受払簿」への

記載で、払出額と使用枚数は一致しているが、受入額が未記入なことから残枚数と

の照合ができなかった。また、受領印の記載欄で一部押印のないものが見受けられ

た。 

郵便切手等は換金可能で現金と同様の管理が求められることから、「郵便切手・

はがき受払簿」への記載をより一層適正に行うとともに、定期的に「郵便切手・は

がき受払簿」の記載内容と残枚数をチェックし、適正な管理に努められたい。 

 

（生活環境部）  
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（１）指摘事項 

 Ⅰ 共通項目 

  ア 財産台帳の整備について（環境課） 

市が保有する資産については、市民から負託を受けた重要な財産であることか

ら常に良好な状態において管理しなければならないとされているが、所管する土

地明細台帳において長年にわたり評価額が改定されていない事例や所管換後の

土地明細台帳が残されている事例が見受けられた。別府市公有財産規則に基づき

適正に事務処理を行われたい。 

 

Ⅱ 個別項目 

ア 手数料等の収納について（市民課） 

予防接種料免除のために使用する所得・税額証明については証明手数料を徴収

しないこととなっているが、手数料を徴収しているものがあった。 

また、書損等による領収証書廃棄の際の取扱いの不備及び夜間休日の現金収納

における手続上の不備が見受けられた。 

関係法令等に基づき適正に事務処理を行われたい。 

 

イ 旅費及び費用弁償について（人権同和教育啓発課） 

旅行命令の決裁区分の誤り及び旅費の算定誤りが見受けられた。 

また、復命書の記載事項に不足しているものがあった。 

関係法令等に基づき適正に事務処理を行われたい。 

 

（２）意見 

なお、指摘事項のうち特に全庁的に措置を講じる必要がある事項については、関

係部署と十分協議等の上、取り組むよう地方自治法第１９９条第１０項の規定に基

づき監査委員の意見として下記のとおり要望する。 

 

ア 財産台帳の整備について 

これまでに行った定期監査において、土地明細台帳の台帳価格が長年にわたり

改定されていない事例が環境課だけでなく他課においても散見されているため、

部長等は、財産担当部長と協議の上、所管する財産の土地明細台帳を別府市公有

財産規則に基づき適正に事務処理されるよう要望する。 

 

イ 手数料等の収納について 

夜間休日の現金収納については、市民課所管の収入金の一部を夜間休日に宿直

にて取り扱っているが、宿直職員の所属は総務課となっている。宿直業務は多岐

にわたり、今回監査対象となった市民課関係の現金出納のほか他課の所掌事務も

多く取り扱っているが、その根拠が判然としない。特に、金銭の授受を伴う業務
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については、会計に係る諸規程との整合性が明らかでなく、責任の所在を含め、

リスク管理上問題があると言わざるを得ない。 

このことについては、総務課、市民課、福祉政策課、債権管理課等の宿直業務

に関係する各課をはじめ組織人事に係る部署を含めた対応が必要と思われる。 

関係各課協力の下で市民サービスと業務とのバランスを再考の上、宿直業務を

明確化し、必要に応じ、諸規程の改正及び整備に努めるよう要望する。 

 

（農業委員会） 

（１）農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の報酬について 

農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の報酬（基本給）について、委員の

就退任が月途中の場合における日割計算で、算定の基礎となる在籍日数に誤りが見

受けられた。報酬の算定については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例に基づき適正に事務処理されたい。 

 

（２）農地転用に係る事務について 

令和元年１０月２３日に農地転用に係る収賄の疑いで農業委員会会長が逮捕さ

れた事件は、本市行政の信頼性を大きく傷つけるものであったが、監査対象に対す

る書類調査やヒアリングの結果として監査した限りにおいては、農業委員会事務局

の事務的及び組織的な関与が疑われるものではなく、また、農地転用に係る申請、

許可に至るまでの業務においても重大な指摘事項は見受けられなかった。 

しかし、今回の事件は組織の長が関わるという重大な問題であるため、再発防止

のため、組織全体の内部統制体制を見直し、農業委員会委員及び農地利用最適化推

進委員の活動、農業委員会事務局の日常業務を含め、リスク管理という視点を意識

した組織体制を構築するよう強く要望する。 

   また、農地の違反転用を未然に防止するため、農地転用を行う場合に必要な手続

について、広く周知活動を行うよう強く要望する。 

  

 


